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川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表【第１条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市職員の給与に関する条例 ○川崎市職員の給与に関する条例 

昭和32年11月20日条例第29号 昭和32年11月20日条例第29号

（期末手当） （期末手当） 

第14条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条から第14条の３ま

でにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に

対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日（次条及び第14条の

３においてこれらの日を「支給日」という。）に支給する。これらの基準

日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについて

も、同様とする。 

第14条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条から第14条の３ま

でにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に

対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日（次条及び第14条の

３においてこれらの日を「支給日」という。）に支給する。これらの基準

日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについて

も、同様とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5（定年前再任用短時間

勤務職員にあっては、100分の71.25）を乗じて得た額に、その者の在職期

間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5（定年前再任用短時間

勤務職員にあっては、100分の68.75）を乗じて得た額に、その者の在職期

間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。 

３ 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）において職員が受け

るべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合

計額とする。 

３ 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）において職員が受け

るべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合

計額とする。 

４ 行政職給料表(１)の適用を受ける職員でその職務の級が３級以上である

もの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及

び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに規

則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合

計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の段

階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範

囲内で規則で定める割合を乗じて得た額（管理又は監督の地位にある職員

のうち規則で定めるものにあっては、その額に管理職手当の月額を超えな

い範囲内で規則で定める額を加算した額）を加算した額を第２項の期末手

当基礎額とする。 

４ 行政職給料表(１)の適用を受ける職員でその職務の級が３級以上である

もの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及

び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに規

則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合

計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の段

階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範

囲内で規則で定める割合を乗じて得た額（管理又は監督の地位にある職員

のうち規則で定めるものにあっては、その額に管理職手当の月額を超えな

い範囲内で規則で定める額を加算した額）を加算した額を第２項の期末手

当基礎額とする。 
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改正後 改正前 

５ 任命権者が必要と認める場合は、予算の範囲内において第２項に定める

支給額を増加することができる。 

５ 任命権者が必要と認める場合は、予算の範囲内において第２項に定める

支給額を増加することができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、規則

で定める。 

６ 前各項に定めるもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、規則

で定める。 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第15条 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条においてこれらの

日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基

準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以

内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とす

る。 

第15条 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条においてこれらの

日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基

準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以

内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とす

る。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その者の勤務期間及び勤務成績に

応じ規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において支給する

勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞ

れその基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月

額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5

（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の51.25）を乗じて得た

額の総額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その者の勤務期間及び勤務成績に

応じ規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において支給する

勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞ

れその基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月

額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5

（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の48.75）を乗じて得た

額の総額を超えてはならない。 

３ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受け

るべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。 

３ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受け

るべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。 

４ 第14条第４項の規定は、第２項の勤勉手当基礎額について準用する。こ

の場合において、同条第４項中「前項」とあるのは「第15条第３項」と読

み替えるものとする。 

４ 第14条第４項の規定は、第２項の勤勉手当基礎額について準用する。こ

の場合において、同条第４項中「前項」とあるのは「第15条第３項」と読

み替えるものとする。 

５ 前２条の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

この場合において、第14条の２中「前条第１項」とあるのは「第15条第１

項」と、同条第１号中「基準日から」とあるのは「基準日（第15条第１項

に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。）から」と、

「支給日」とあるのは「支給日（同項に規定する規則で定める日をいう。

５ 前２条の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

この場合において、第14条の２中「前条第１項」とあるのは「第15条第１

項」と、同条第１号中「基準日から」とあるのは「基準日（第15条第１項

に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。）から」と、

「支給日」とあるのは「支給日（同項に規定する規則で定める日をいう。
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改正後 改正前 

以下この条及び次条において同じ。）」と読み替えるものとする。 以下この条及び次条において同じ。）」と読み替えるものとする。 

６ 前各項に定めるもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則

で定める。 

６ 前各項に定めるもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則

で定める。 
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川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表【第２条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市職員の給与に関する条例 ○川崎市職員の給与に関する条例 

昭和32年11月20日条例第29号 昭和32年11月20日条例第29号

（管理職員特別勤務手当） （管理職員特別勤務手当） 

第13条の３ 管理監督職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必

要により週休日又は休日等（次項において「週休日等」という。）に勤務

した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

第13条の３ 管理監督職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必

要により週休日又は休日等（次項において「週休日等」という。）に勤務

した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時

又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前５時までの間（週休日等に

含まれる時間を除く。）であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場

合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時

又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前０時から午前５時までの間

であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管

理職員特別勤務手当を支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

(１) 第１項に規定する場合 同項の規定による勤務１回につき、12,000

円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額（当該勤務に従

事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあっては、その

額に100分の150を乗じて得た額） 

(１) 第１項に規定する場合 同項の規定による勤務１回につき、12,000

円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額（当該勤務に従

事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあっては、その

額に100分の150を乗じて得た額） 

(２) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務１回につき、6,000円を

超えない範囲内において人事委員会規則で定める額（当該勤務に従事す

る時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあっては、その額に

100分の150を乗じて得た額） 

(２) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務１回につき、6,000円を

超えない範囲内において人事委員会規則で定める額 

４ 前３項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な

事項は、人事委員会規則で定める。 

４ 前３項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な

事項は、人事委員会規則で定める。 

（期末手当） （期末手当） 

第14条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条から第14条の３ま

でにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に

対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日（次条及び第14条の

第14条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条から第14条の３ま

でにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に

対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日（次条及び第14条の
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改正後 改正前 

３においてこれらの日を「支給日」という。）に支給する。これらの基準

日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについて

も、同様とする。 

３においてこれらの日を「支給日」という。）に支給する。これらの基準

日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについて

も、同様とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125（定年前再任用短時間勤

務職員にあっては、100分の70）を乗じて得た額に、その者の在職期間に応

じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5（定年前再任用短時間

勤務職員にあっては、100分の71.25）を乗じて得た額に、その者の在職期

間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。 

３ 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）において職員が受け

るべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合

計額とする。 

３ 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）において職員が受け

るべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合

計額とする。 

４ 行政職給料表(１)の適用を受ける職員でその職務の級が３級以上である

もの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及

び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに規

則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合

計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の段

階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範

囲内で規則で定める割合を乗じて得た額（管理又は監督の地位にある職員

のうち規則で定めるものにあっては、その額に管理職手当の月額を超えな

い範囲内で規則で定める額を加算した額）を加算した額を第２項の期末手

当基礎額とする。 

４ 行政職給料表(１)の適用を受ける職員でその職務の級が３級以上である

もの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及

び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに規

則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合

計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の段

階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範

囲内で規則で定める割合を乗じて得た額（管理又は監督の地位にある職員

のうち規則で定めるものにあっては、その額に管理職手当の月額を超えな

い範囲内で規則で定める額を加算した額）を加算した額を第２項の期末手

当基礎額とする。 

５ 任命権者が必要と認める場合は、予算の範囲内において第２項に定める

支給額を増加することができる。 

５ 任命権者が必要と認める場合は、予算の範囲内において第２項に定める

支給額を増加することができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、規則

で定める。 

６ 前各項に定めるもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、規則

で定める。 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第15条 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条においてこれらの

日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基

準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以

第15条 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条においてこれらの

日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基

準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以
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改正後 改正前 

内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とす

る。 

内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とす

る。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その者の勤務期間及び勤務成績に

応じ規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において支給する

勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞ

れその基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月

額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105

（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の50）を乗じて得た額の

総額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その者の勤務期間及び勤務成績に

応じ規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において支給する

勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞ

れその基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月

額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5

（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の51.25）を乗じて得た

額の総額を超えてはならない。 

３ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受け

るべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。 

３ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受け

るべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。 

４ 第14条第４項の規定は、第２項の勤勉手当基礎額について準用する。こ

の場合において、同条第４項中「前項」とあるのは「第15条第３項」と読

み替えるものとする。 

４ 第14条第４項の規定は、第２項の勤勉手当基礎額について準用する。こ

の場合において、同条第４項中「前項」とあるのは「第15条第３項」と読

み替えるものとする。 

５ 前２条の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

この場合において、第14条の２中「前条第１項」とあるのは「第15条第１

項」と、同条第１号中「基準日から」とあるのは「基準日（第15条第１項

に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。）から」と、

「支給日」とあるのは「支給日（同項に規定する規則で定める日をいう。

以下この条及び次条において同じ。）」と読み替えるものとする。 

５ 前２条の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

この場合において、第14条の２中「前条第１項」とあるのは「第15条第１

項」と、同条第１号中「基準日から」とあるのは「基準日（第15条第１項

に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。）から」と、

「支給日」とあるのは「支給日（同項に規定する規則で定める日をいう。

以下この条及び次条において同じ。）」と読み替えるものとする。 

６ 前各項に定めるもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則

で定める。 

６ 前各項に定めるもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則

で定める。 

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） （定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） 

第16条の７ 第４条第１項から第８項まで及び第５条の２から第６条の２ま

での規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

第16条の７ 第４条第１項から第８項まで、第５条の２から第６条の２まで、

第７条及び第16条の５の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用し

ない。 
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川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例新旧対照表【第３条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ○川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

令和４年１０月２１日条例第３３号 令和４年１０月２１日条例第３３号

 附則  附則 

10 給与条例第４条第１項から第８項まで及び第５条の２から第６条の２ま

での規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

10 給与条例第４条第１項から第８項まで、第５条の２から第６条の２まで、

第７条及び第１６条の５の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 
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川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表【第４条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 ○川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 

平成16年12月22日条例第57号 平成16年12月22日条例第57号

（給与に関する特例） （給与に関する特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特

定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する。 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特

定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する。 

 号給 給料月額   号給 給料月額  

  

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

円

392,000

440,000

492,000

555,000

634,000

740,000

864,000

   

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

円

380,000

427,000

477,000

539,000

615,000

718,000

839,000

 

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は

識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定す

るものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は別表に定めるとおり

とする。 

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は

識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定す

るものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は別表に定めるとおり

とする。 

３ 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第１項の給料

表に掲げる号給により難いときは、前２項の規定にかかわらず、人事委員

会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる７号給の給料月額にその額

と同表に掲げる６号給の給料月額との差額に１からの各整数を順次乗じて

得られる額を加えた額のいずれかに相当する額（川崎市特別職員給与条例

（昭和23年川崎市条例第71号）第４条第２号に規定する額未満の額に限

る。）又は同号に規定する額に相当する額とすることができる。 

３ 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第１項の給料

表に掲げる号給により難いときは、前２項の規定にかかわらず、人事委員

会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる７号給の給料月額にその額

と同表に掲げる６号給の給料月額との差額に１からの各整数を順次乗じて

得られる額を加えた額のいずれかに相当する額（川崎市特別職員給与条例

（昭和23年川崎市条例第71号）第４条第２号に規定する額未満の額に限

る。）又は同号に規定する額に相当する額とすることができる。 

４ 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認めら４ 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認めら
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改正後 改正前 

れる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、その給料月額に相

当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。 

れる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、その給料月額に相

当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。 

５ 第２項の規定による号給の決定、第３項の規定による給料月額の決定及

び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行

わなければならない。 

５ 第２項の規定による号給の決定、第３項の規定による給料月額の決定及

び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行

わなければならない。 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第８条 川崎市職員の給与に関する条例（昭和32年川崎市条例第29号。以下

「給与条例」という。）第３条から第４条の２まで、第５条の２から第６

条の２まで、第７条、第９条、第10条第２項、第11条、第13条の２、第15

条及び第16条の４の規定は、特定任期付職員には、適用しない。 

第８条 川崎市職員の給与に関する条例（昭和32年川崎市条例第29号。以下

「給与条例」という。）第３条から第４条の２まで、第５条の２から第６

条の２まで、第７条、第９条、第10条第２項、第11条、第13条の２、第15

条及び第16条の４の規定は、特定任期付職員には、適用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第13条の３第１項、第14条第

２項、第16条の２第２項及び第19条の２の規定の適用については、給与条

例第２条中「及び災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型イ

ンフルエンザ等対策派遣手当を含む。）」とあるのは「、災害派遣手当（武

力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含

む。）及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第13条の３第１項中「管

理監督職員」とあるのは「管理監督職員又は川崎市任期付職員の採用及び

給与の特例に関する条例（平成16年川崎市条例第57号）第２条第１項の規

定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第14条第２項中「100

分の127.5（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の71.25）」と

あるのは「100分の175」と、給与条例第16条の２第２項中「管理監督職員」

とあるのは「管理監督職員又は川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された者」と、給

与条例第19条の２中「勤勉手当」とあるのは「特定任期付職員業績手当」

と、「この条例」とあるのは「この条例及び川崎市任期付職員の採用及び

給与の特例に関する条例」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第13条の３第１項、第14条第

２項、第16条の２第２項及び第19条の２の規定の適用については、給与条

例第２条中「及び災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型イ

ンフルエンザ等対策派遣手当を含む。）」とあるのは「、災害派遣手当（武

力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含

む。）及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第13条の３第１項中「管

理監督職員」とあるのは「管理監督職員又は川崎市任期付職員の採用及び

給与の特例に関する条例（平成16年川崎市条例第57号）第２条第１項の規

定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第14条第２項中「100

分の122.5（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の68.75）」と

あるのは「100分の170」と、給与条例第16条の２第２項中「管理監督職員」

とあるのは「管理監督職員又は川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された者」と、給

与条例第19条の２中「勤勉手当」とあるのは「特定任期付職員業績手当」

と、「この条例」とあるのは「この条例及び川崎市任期付職員の採用及び

給与の特例に関する条例」とする。 

３ 給与条例第５条の２、第６条、第６条の２、第７条、第７条の３及び第

16条の５の規定は、第４条の規定により任期を定めて採用された職員には、

３ 給与条例第５条の２、第６条、第６条の２、第７条、第７条の３及び第

16条の５の規定は、第４条の規定により任期を定めて採用された職員には、

35



3/3 

改正後 改正前 

適用しない。 適用しない。 
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川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表【第５条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 ○川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 

平成16年12月22日条例第57号 平成16年12月22日条例第57号

（給与に関する特例） （給与に関する特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特

定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する。 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特

定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する。 

 号給 給料月額   号給 給料月額  

  

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

円

392,000

440,000

492,000

555,000

634,000

740,000

864,000

   

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

円

392,000

440,000

492,000

555,000

634,000

740,000

864,000

 

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は

識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定す

るものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は別表に定めるとおり

とする。 

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は

識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定す

るものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は別表に定めるとおり

とする。 

３ 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第１項の給料

表に掲げる号給により難いときは、前２項の規定にかかわらず、人事委員

会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる７号給の給料月額にその額

と同表に掲げる６号給の給料月額との差額に１からの各整数を順次乗じて

得られる額を加えた額のいずれかに相当する額（川崎市特別職員給与条例

（昭和23年川崎市条例第71号）第４条第２号に規定する額未満の額に限

る。）又は同号に規定する額に相当する額とすることができる。 

３ 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第１項の給料

表に掲げる号給により難いときは、前２項の規定にかかわらず、人事委員

会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる７号給の給料月額にその額

と同表に掲げる６号給の給料月額との差額に１からの各整数を順次乗じて

得られる額を加えた額のいずれかに相当する額（川崎市特別職員給与条例

（昭和23年川崎市条例第71号）第４条第２号に規定する額未満の額に限

る。）又は同号に規定する額に相当する額とすることができる。 

削る ４ 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認めら
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改正後 改正前 

れる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、その給料月額に相

当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。 

４ 第２項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定

は、予算の範囲内で行わなければならない。 

５ 第２項の規定による号給の決定、第３項の規定による給料月額の決定及

び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行

わなければならない。 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第８条 川崎市職員の給与に関する条例（昭和32年川崎市条例第29号。以下

「給与条例」という。）第３条から第４条の２まで、第５条の２から第６

条の２まで、第７条、第９条、第10条第２項、第11条、第13条の２及び第

16条の４の規定は、特定任期付職員には、適用しない。 

第８条 川崎市職員の給与に関する条例（昭和32年川崎市条例第29号。以下

「給与条例」という。）第３条から第４条の２まで、第５条の２から第６

条の２まで、第７条、第９条、第10条第２項、第11条、第13条の２、第15

条及び第16条の４の規定は、特定任期付職員には、適用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第13条の３第１項及び第２項、第14条

第２項、第15条第２項、第16条の２第２項並びに第19条の２の規定の適用

については、給与条例第13条の３第１項及び第２項中「管理監督職員」と

あるのは「管理監督職員又は川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関

する条例（平成16年川崎市条例第57号）第２条第１項の規定により任期を

定めて採用された職員」と、給与条例第14条第２項中「100分の125（定年

前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の70）」とあるのは「100分の

95」と、給与条例第15条第２項中「100分の105（定年前再任用短時間勤務

職員にあっては、100分の50）」とあるのは「100分の87.5」と、給与条例

第16条の２第２項中「管理監督職員」とあるのは「管理監督職員又は川崎

市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第２条第１項の規定によ

り任期を定めて採用された者」と、給与条例第19条の２中「この条例」と

あるのは「この条例及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する

条例」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第13条の３第１項、第14条第

２項、第16条の２第２項及び第19条の２の規定の適用については、給与条

例第２条中「及び災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型イ

ンフルエンザ等対策派遣手当を含む。）」とあるのは「、災害派遣手当（武

力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含

む。）及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第13条の３第１項中「管

理監督職員」とあるのは「管理監督職員又は川崎市任期付職員の採用及び

給与の特例に関する条例（平成16年川崎市条例第57号）第２条第１項の規

定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第14条第２項中「100

分の127.5（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の71.25）」と

あるのは「100分の175」と、給与条例第16条の２第２項中「管理監督職員」

とあるのは「管理監督職員又は川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された者」と、給

与条例第19条の２中「勤勉手当」とあるのは「特定任期付職員業績手当」

と、「この条例」とあるのは「この条例及び川崎市任期付職員の採用及び

給与の特例に関する条例」とする。 

３ 給与条例第５条の２、第６条、第６条の２、第７条、第７条の３及び第

16条の５の規定は、第４条の規定により任期を定めて採用された職員には、

３ 給与条例第５条の２、第６条、第６条の２、第７条、第７条の３及び第

16条の５の規定は、第４条の規定により任期を定めて採用された職員には、
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改正後 改正前 

適用しない。 適用しない。 

  

 

39



1/3 

川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表【第６条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例 ○川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例 

平成24年10月10日条例第36号 平成24年10月10日条例第36号

（給与に関する特例） （給与に関する特例） 

第５条 第３条第１号の規定により任期を定めて採用された職員（以下「第

１号任期付研究員」という。）には、次の給料表を適用する。 

第５条 第３条第１号の規定により任期を定めて採用された職員（以下「第

１号任期付研究員」という。）には、次の給料表を適用する。 

 号給 給料月額   号給 給料月額  

  円   円 

 １ 414,000  １ 402,000 

 ２ 475,000  ２ 461,000 

 ３ 538,000  ３ 522,000 

 ４ 621,000  ４ 603,000 

 ５ 722,000  ５ 701,000 

 ６ 824,000  ６ 800,000 

２ 第３条第２号の規定により任期を定めて採用された職員（以下「第２号

任期付研究員」という。）には、次の給料表を適用する。 

２ 第３条第２号の規定により任期を定めて採用された職員（以下「第２号

任期付研究員」という。）には、次の給料表を適用する。 

 号給 給料月額   号給 給料月額  

  円   円 

 １ 346,000  １ 336,000 

 ２ 382,000  ２ 371,000 

 ３ 410,000  ３ 398,000 

３ 任命権者は、第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員の号給を、そ

の者の知識経験等の度、その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等

に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は別表

に定めるとおりとする。 

３ 任命権者は、第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員の号給を、そ

の者の知識経験等の度、その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等

に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は別表

に定めるとおりとする。 

４ 任命権者は、第１号任期付研究員について、特別の事情により第１項の

給料表に掲げる号給により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、

４ 任命権者は、第１号任期付研究員について、特別の事情により第１項の

給料表に掲げる号給により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、
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改正後 改正前 

人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる６号給の給料月額

にその額と同表に掲げる５号給の給料月額との差額に１からの各整数を順

次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額（川崎市特別職員

給与条例（昭和23年川崎市条例第71号）第４条第２号に規定する額未満の

額に限る。）又は同号に規定する額に相当する額とすることができる。 

人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる６号給の給料月額

にその額と同表に掲げる５号給の給料月額との差額に１からの各整数を順

次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額（川崎市特別職員

給与条例（昭和23年川崎市条例第71号）第４条第２号に規定する額未満の

額に限る。）又は同号に規定する額に相当する額とすることができる。 

５ 任命権者は、第１号任期付研究員又は第２号任期付研究員のうち、特に

顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則の定める

ところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として

支給することができる。 

５ 任命権者は、第１号任期付研究員又は第２号任期付研究員のうち、特に

顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則の定める

ところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として

支給することができる。 

６ 第３項の規定による号給の決定、第４項の規定による給料月額の決定及

び前項の規定による任期付研究員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わ

れなければならない。 

６ 第３項の規定による号給の決定、第４項の規定による給料月額の決定及

び前項の規定による任期付研究員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わ

れなければならない。 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第６条 川崎市職員の給与に関する条例（昭和32年川崎市条例第29号。以下

「給与条例」という。）第３条から第４条の２まで、第５条の２から第６

条の２まで、第７条、第13条の２及び第15条の規定は、第１号任期付研究

員及び第２号任期付研究員には、適用しない。 

第６条 川崎市職員の給与に関する条例（昭和32年川崎市条例第29号。以下

「給与条例」という。）第３条から第４条の２まで、第５条の２から第６

条の２まで、第７条、第13条の２及び第15条の規定は、第１号任期付研究

員及び第２号任期付研究員には、適用しない。 

２ 前項に定めるもののほか、第１号任期付研究員については、給与条例第

９条、第10条第２項及び第11条の規定は、適用しない。 

２ 前項に定めるもののほか、第１号任期付研究員については、給与条例第

９条、第10条第２項及び第11条の規定は、適用しない。 

３ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員に対する給与条例第２条、

第13条の３第１項、第14条第２項及び第19条の２の規定の適用については、

給与条例第２条中「及び災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定

新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。）」とあるのは「、災害派遣

手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手

当を含む。）及び任期付研究員業績手当」と、給与条例第13条の３第１項

中「管理監督職員」とあるのは「管理監督職員又は川崎市任期付研究員の

採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例（平成24年川崎市条例第36号）

第３条第１号の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第

３ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員に対する給与条例第２条、

第13条の３第１項、第14条第２項及び第19条の２の規定の適用については、

給与条例第２条中「及び災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定

新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。）」とあるのは「、災害派遣

手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手

当を含む。）及び任期付研究員業績手当」と、給与条例第13条の３第１項

中「管理監督職員」とあるのは「管理監督職員又は川崎市任期付研究員の

採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例（平成24年川崎市条例第36号）

第３条第１号の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第
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改正後 改正前 

14条第２項中「100分の127.5（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、

100分の71.25）」とあるのは「100分の175」と、給与条例第19条の２中「勤

勉手当」とあるのは「任期付研究員業績手当」と、「この条例」とあるの

は「この条例及び川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に

関する条例」とする。 

14条第２項中「100分の122.5（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、

100分の68.75）」とあるのは「100分の170」と、給与条例第19条の２中「勤

勉手当」とあるのは「任期付研究員業績手当」と、「この条例」とあるの

は「この条例及び川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に

関する条例」とする。 
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川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表【第７条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例 ○川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例 

平成24年10月10日条例第36号 平成24年10月10日条例第36号

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第６条 川崎市職員の給与に関する条例（昭和32年川崎市条例第29号。以下

「給与条例」という。）第３条から第４条の２まで、第５条の２から第６

条の２まで、第７条、第13条の２及び第15条の規定は、第１号任期付研究

員及び第２号任期付研究員には、適用しない。 

第６条 川崎市職員の給与に関する条例（昭和32年川崎市条例第29号。以下

「給与条例」という。）第３条から第４条の２まで、第５条の２から第６

条の２まで、第７条、第13条の２及び第15条の規定は、第１号任期付研究

員及び第２号任期付研究員には、適用しない。 

２ 前項に定めるもののほか、第１号任期付研究員については、給与条例第

９条、第10条第２項及び第11条の規定は、適用しない。 

２ 前項に定めるもののほか、第１号任期付研究員については、給与条例第

９条、第10条第２項及び第11条の規定は、適用しない。 

３ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員に対する給与条例第２条、

第13条の３第１項及び第２項、第14条第２項並びに第19条の２の規定の適

用については、給与条例第２条中「及び災害派遣手当（武力攻撃災害等派

遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。）」とあるの

は「、災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエン

ザ等対策派遣手当を含む。）及び任期付研究員業績手当」と、給与条例第

13条の３第１項及び第２項中「管理監督職員」とあるのは「管理監督職員

又は川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例（平

成24年川崎市条例第36号）第３条第１号の規定により任期を定めて採用さ

れた職員」と、給与条例第14条第２項中「100分の125（定年前再任用短時

間勤務職員にあっては、100分の70）」とあるのは「100分の172.5」と、給

与条例第19条の２中「勤勉手当」とあるのは「任期付研究員業績手当」と、

「この条例」とあるのは「この条例及び川崎市任期付研究員の採用、給与

及び勤務時間の特例に関する条例」とする。 

３ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員に対する給与条例第２条、

第13条の３第１項、第14条第２項及び第19条の２の規定の適用については、

給与条例第２条中「及び災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定

新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。）」とあるのは「、災害派遣

手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手

当を含む。）及び任期付研究員業績手当」と、給与条例第13条の３第１項

中「管理監督職員」とあるのは「管理監督職員又は川崎市任期付研究員の

採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例（平成24年川崎市条例第36号）

第３条第１号の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第

14条第２項中「100分の127.5（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、

100分の71.25）」とあるのは「100分の175」と、給与条例第19条の２中「勤

勉手当」とあるのは「任期付研究員業績手当」と、「この条例」とあるの

は「この条例及び川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に

関する条例」とする。 
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川崎市特別職員給与条例の一部を改正する条例新旧対照表【第８条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市特別職員給与条例 ○川崎市特別職員給与条例 

昭和23年12月28日条例第71号 昭和23年12月28日条例第71号

（期末手当） （期末手当） 

第６条 特別職員には、６月及び12月に期末手当を支給する。 第６条 特別職員には、６月及び12月に期末手当を支給する。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において特別職員が受けるべき給

料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額

及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の175を乗

じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において特別職員が受けるべき給

料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額

及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の170を乗

じて得た額とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 
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川崎市特別職員給与条例の一部を改正する条例新旧対照表【第９条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市特別職員給与条例 ○川崎市特別職員給与条例 

昭和23年12月28日条例第71号 昭和23年12月28日条例第71号

（期末手当） （期末手当） 

第６条 特別職員には、６月及び12月に期末手当を支給する。 第６条 特別職員には、６月及び12月に期末手当を支給する。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において特別職員が受けるべき給

料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額

及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の172.5

を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において特別職員が受けるべき給

料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額

及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の175を乗

じて得た額とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 

 

45



1/1 

川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表【第１０条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例 ○川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例 

平成３年７月15日条例第13号 平成３年７月15日条例第13号

（期末手当） （期末手当） 

第６条 監査委員には、６月及び12月に期末手当を支給する。 第６条 監査委員には、６月及び12月に期末手当を支給する。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において監査委員が受けるべき給

料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額

及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の175を乗

じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において監査委員が受けるべき給

料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額

及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の170を乗

じて得た額とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 
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川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表【第１１条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例 ○川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例 

平成３年７月15日条例第13号 平成３年７月15日条例第13号

（期末手当） （期末手当） 

第６条 監査委員には、６月及び12月に期末手当を支給する。 第６条 監査委員には、６月及び12月に期末手当を支給する。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において監査委員が受けるべき給

料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額

及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の172.5

を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において監査委員が受けるべき給

料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額

及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の175を乗

じて得た額とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 
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川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表【第１２条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例 ○川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例 

平成21年12月24日条例第66号 平成21年12月24日条例第66号

（期末手当） （期末手当） 

第６条 上下水道事業管理者には、６月及び12月に期末手当を支給する。 第６条 上下水道事業管理者には、６月及び12月に期末手当を支給する。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において上下水道事業管理者が受

けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗

じて得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100

分の175を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において上下水道事業管理者が受

けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗

じて得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100

分の170を乗じて得た額とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 
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川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表【第１３条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例 ○川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例 

平成21年12月24日条例第66号 平成21年12月24日条例第66号

（期末手当） （期末手当） 

第６条 上下水道事業管理者には、６月及び12月に期末手当を支給する。 第６条 上下水道事業管理者には、６月及び12月に期末手当を支給する。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において上下水道事業管理者が受

けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗

じて得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100

分の172.5を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において上下水道事業管理者が受

けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗

じて得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100

分の175を乗じて得た額とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 
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川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表【第１４条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 ○川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 川崎市公営企業職員のうち常時勤務を要する職員及び地方公務員法

（昭和25年法律第261号）第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占

める職員（以下「短時間勤務職員」という。）（以下これらの者を「職員」

という。）の給与は、給料及び手当とする。 

第２条 川崎市公営企業職員のうち常時勤務を要する職員及び地方公務員法

（昭和25年法律第261号）第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占

める職員（以下「短時間勤務職員」という。）（以下これらの者を「職員」

という。）の給与は、給料及び手当とする。 

２ 手当の種類は、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤

手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜

間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、

勤勉手当、任期付研究員業績手当及び寒冷地手当とする。 

２ 手当の種類は、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤

手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜

間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、

勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当及び寒冷地手

当とする。 

（管理職員特別勤務手当） （管理職員特別勤務手当） 

第９条の３ 管理職員特別勤務手当は、前条第１項の規定に基づき管理職手

当を支給される職員、川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条

例（平成16年川崎市条例第57号。以下「任期付職員条例」という。）第２

条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特定任期付職

員」という。）又は川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例

に関する条例（平成24年川崎市条例第36号。以下「任期付研究員条例」と

いう。）第３条第１号の規定により任期を定めて採用された職員（以下「第

１号任期付研究員」という。）が、臨時若しくは緊急の必要その他の公務

の運営の必要により週休日若しくは休日（以下この条において「週休日等」

という。）において勤務する場合又は災害への対処その他の臨時若しくは

緊急の必要により午後10時から翌日の午前５時までの間（週休日等に含ま

れる時間を除く。）であって正規の勤務時間以外の時間に勤務する場合に

支給する。 

第９条の３ 管理職員特別勤務手当は、前条第１項の規定に基づき管理職手

当を支給される職員、川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条

例（平成16年川崎市条例第57号。以下「任期付職員条例」という。）第２

条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特定任期付職

員」という。）又は川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例

に関する条例（平成24年川崎市条例第36号。以下「任期付研究員条例」と

いう。）第３条第１号の規定により任期を定めて採用された職員（以下「第

１号任期付研究員」という。）が、臨時若しくは緊急の必要その他の公務

の運営の必要により週休日若しくは休日（以下この条において「週休日等」

という。）において勤務する場合又は災害への対処その他の臨時若しくは

緊急の必要により週休日等以外の日の午前０時から午前５時までの間であ

って正規の勤務時間以外の時間に勤務する場合に支給する。 

 （特定任期付職員業績手当） 
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改正後 改正前 

（削る） 第11条の２ 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる

職員に対して、特定任期付職員業績手当を支給することができる。 

（任期付研究員業績手当） （任期付研究員業績手当） 

第11条の２ 第１号任期付研究員又は任期付研究員条例第３条第２号の規定

により任期を定めて採用された職員（以下「第２号任期付研究員」という。）

のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員に対して、任期付

研究員業績手当を支給することができる。 

第11条の３ 第１号任期付研究員又は任期付研究員条例第３条第２号の規定

により任期を定めて採用された職員（以下「第２号任期付研究員」という。）

のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員に対して、任期付

研究員業績手当を支給することができる。 

（寒冷地手当） （寒冷地手当） 

第11条の３ 寒冷地手当は、寒冷地に在勤する職員に支給する。 第11条の４ 寒冷地手当は、寒冷地に在勤する職員に支給する。 

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） （定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） 

第14条の５ 第３条の２及び第４条の規定は、川崎市職員の定年等に関する

条例（昭和59年川崎市条例第38号）第12条又は第13条第１項の規定により

採用された職員には適用しない。 

第14条の５ 第３条の２、第４条、第４条の３及び第11条の４の規定は、川

崎市職員の定年等に関する条例（昭和59年川崎市条例第38号）第12条又は

第13条第１項の規定により採用された職員には適用しない。 

（育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員等についての適用除外） （育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員等についての適用除外） 

第14条の６ 第３条の２、第４条、第４条の３、第４条の５及び第11条の３

の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第１項又は任期付

職員条例第４条の規定により採用された職員には適用しない。 

第14条の６ 第３条の２、第４条、第４条の３、第４条の５及び第11条の４

の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第１項又は任期付

職員条例第４条の規定により採用された職員には適用しない。 

（特定任期付職員についての適用除外） （特定任期付職員についての適用除外） 

第14条の７ 第３条の２、第４条、第４条の３、第６条、第７条第２項、第

８条及び第９条の２の規定は、特定任期付職員には、適用しない。 

第14条の７ 第３条の２、第４条、第４条の３、第６条、第７条第２項、第

８条、第９条の２及び第11条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
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川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表【第１５条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 ○川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 

平成16年12月22日条例第59号 平成16年12月22日条例第59号

（期末手当） （期末手当） 

第６条 病院事業管理者には、６月及び12月に期末手当を支給する。 第６条 病院事業管理者には、６月及び12月に期末手当を支給する。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において病院事業管理者が受ける

べき給料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて

得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の

175を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において病院事業管理者が受ける

べき給料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて

得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の

170を乗じて得た額とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 
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川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表【第１６条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 ○川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 

平成16年12月22日条例第59号 平成16年12月22日条例第59号

（期末手当） （期末手当） 

第６条 病院事業管理者には、６月及び12月に期末手当を支給する。 第６条 病院事業管理者には、６月及び12月に期末手当を支給する。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において病院事業管理者が受ける

べき給料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて

得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の

172.5を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において病院事業管理者が受ける

べき給料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて

得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の

175を乗じて得た額とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 
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川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表【第１７条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 ○川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 

平成27年３月23日条例第30号 平成27年３月23日条例第30号

（期末手当） （期末手当） 

第６条 教育長には、６月及び12月に期末手当を支給する。 第６条 教育長には、６月及び12月に期末手当を支給する。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において教育長が受けるべき給料

及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及

び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の175を乗じ

て得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において教育長が受けるべき給料

及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及

び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の170を乗じ

て得た額とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 
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川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表【第１８条関係】 

 

改正後 改正前 

○川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 ○川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 

平成27年３月23日条例第30号 平成27年３月23日条例第30号

（期末手当） （期末手当） 

第６条 教育長には、６月及び12月に期末手当を支給する。 第６条 教育長には、６月及び12月に期末手当を支給する。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において教育長が受けるべき給料

及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及

び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の172.5を乗

じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの支給の月において教育長が受けるべき給料

及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及

び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の175を乗じ

て得た額とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例に

よる。 
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